
○玉村町建設工事請負契約に係る指名基準 

平成１３年６月１日 

告示第１１２号 

改正 平成１４年４月１２日告示第８９号 

平成１５年４月１０日告示第１０６号 

平成１７年４月６日告示第１２４号 

平成２１年７月２９日告示第１７５号 

平成２２年３月２９日告示第６８号 

平成２６年３月１８日告示第１号 

平成２８年４月１日告示第８９号 

平成３０年３月３１日告示第１０５号 

令和２年３月３１日告示第１１１号 

令和４年３月３１日告示第９４号 

令和６年２月１９日告示第２０号 

 

（目的） 

第１条 この基準は、玉村町財務規則（平成１２年規則第７号）第１４１条の規定

に基づき、建設工事の請負に係る指名競争入札に参加させようとする者の指名に

ついて必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 契約担当者等 町長及び契約担当者をいう。 

(2) 競争入札参加有資格者 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の１１第２項の規定により、指名競争入札の参加者の資格を有するもの

をいう。 

(3) 客観数値 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３の規定に

よる経営事項審査結果の総合評点をいう。 



(4) 主観数値 次に掲げる事項について、直前２年間の完成工事につき監督職員、

立会職員及び検査職員が付した工事成績に対し、５＋（工事成績－６５）×５

により得た数値をいう。ただし、直前２年間に本町に係る工事経歴のない者は、

この数値を付与しないものとする。 

ア 施工体制 施工体制一般、現場代理人及び主任（監理）技術者について評

定する。 

イ 施工状況 施工状況一般、工程管理、安全対策及び対外関係について評定

する。 

ウ 出来形及び品質 出来形、品質及び出来栄えについて評定する。 

(5) 総合数値 客観数値と主観数値の和をいう。 

(6) 等級格付 

区分 等級 

競争入札参加有資格者 A B C 

総合数値 土木一式 ９００点以上 ７２０点以上９

００点未満 

７２０点未満 

ほ装 ８５０点以上 ６７０点以上８

５０点未満 

６７０点未満 

建築一式 ８５０点以上 ６２０点以上８

５０点未満 

６２０点未満 

水道施設 ７７０点以上 ５５０点以上７

７０点未満 

５５０点未満 

(7) 発注標準金額 

区分 等級 

A B C 

土木一式 土木 １，０００万円以上 ３，５００万円未満 １，０００万円未満 

下水道 ２，０００万円以上 ４，０００万円未満 ２，０００万円未満 

ほ装 １，０００万円以上 ３，５００万円未満 １，０００万円未満 

建築一式 ３，０００万円以上 ５００万円以上 ３，０００万円未満 



６，０００万円未満 

水道施設 １，５００万円以上 ３，５００万円未満 １，５００万円未満 

(8) 発注工事 町が発注しようとする工事をいう。 

(9) 既発注工事 町が既に発注した工事をいう。 

(10) 当該等級 発注工事の設計価格に対応した等級をいう。 

（指名の判断事項） 

第３条 契約担当者等は、競争入札参加有資格者につき、次に掲げる事項を調査の

上、次条の規定により指名を行うものとする。 

(1) 不誠実な行為の有無 

(2) 経営及び信用の状況 

(3) 工事成績 

(4) 当該工事に対する地理的条件 

(5) 手持ち工事の状況 

(6) 当該工事についての技術的適性 

(7) 工事施工についての技術者の状況 

(8) 安全管理の状況 

(9) 労働福祉の状況 

（指名方法） 

第４条 契約担当者等は、指名競争入札を行う場合は総合数値により等級格付けさ

れた者のうちから、当該等級に応じ、発注標準金額に対応させて指名するものと

する。ただし、等級格付及び発注標準金額に定める工種以外のものは、その都度

指名する。 

２ 前項の規定により指名する場合には、次の各号の１に該当する者を、他の者に

優先して指名することができる。 

(1) 発注工事の施行場所付近に本社又は営業所を有する者 

(2) 発注工事と同種の工事を専業とする者 

(3) 既発注工事の施工成績が優秀な者 

(4) 発注工事が道路舗装工事、水道施設工事、下水道施設工事、一般土木工事、

シールド工事又は推進工事であって、次に掲げる工事が発注工事と同一業種で、



かつ、関連する場合における同工事の施工者 

ア 最近２年間における施行済の既発注工事 

イ 施行中の既発注工事、他官公庁工事及び民間工事 

（直近上位又は直近下位の等級に属する者の指名） 

第５条 契約担当者等は、特に必要があるときは、前条第１項の規定にかかわらず、

次項又は第３項の規定により、指名しようとする者の総数の２分の１を超えない

範囲内において、当該等級の直近上位又は直近下位の等級に属する者のうちから

指名することができる。 

２ 当該等級の直近上位の等級に属する者を指名することができる場合は、次のと

おりとする。 

(1) 前条第２項各号の１に該当する者であるとき。 

(2) 発注工事の予定価格が、当該等級に対応する発注標準金額の上限に近い工事

であるとき。 

３ 当該等級の直近下位の等級に属する者を指名することができる場合は、次のと

おりとする。 

(1) 前条第２項各号の１に該当する者であるとき。 

(2) 発注工事の予定価格が、当該等級に対応する発注標準金額の下限に近い工事

であるとき。 

（直近上位以上の等級に属する者の指名） 

第６条 契約担当者等は、次の各号の１に該当する場合は、第４条第１項の規定に

かかわらず、当該等級の直近上位以上の等級に属する者を指名することができる。 

(1) 第４条第２項第１号に該当する者であるとき。 

(2) 発注工事が特に急を要する工事であるとき。 

(3) 発注工事が高度の技術を要する工事又は施工上相当困難を伴う工事である

とき。 

(4) 再度指名競争入札（指名替え）へ移行するとき。 

（指名の制限） 

第７条 契約担当者等は、次の各号の１に該当する者を指名することができない。 

(1) 不誠実な行為がある者 



ア 玉村町建設工事請負業者等指名停止措置要綱（平成１２年要綱第３―１号）

に基づく指名停止期間中であるなど指名から除外する期間中である者 

イ 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に従わないこと等請

負契約の履行が不誠実である者 

ウ 既発注工事につき、関係行政機関等からの情報により下請契約関係が不適

切であることが明確である者 

エ アからウまでに掲げるもののほか、不誠実な行為がある者 

(2) 経営状況が著しく不健全である者 

(3) 同一の発注工事において、事業協同組合を指名した場合の当該組合の組合員

及び共同企業体を指名した場合の当該共同企業体の構成員 

(4) 第４条第２項第４号の規定にかかわらず、最近２年間における施工済みの既

発注工事の工事成績が不良である者 

(5) 発注工事に応じて公表する条件を満たさない者 

(6) 前各号のほか、第３条各号に規定する事項を調査した結果、指名することが

不適切と認められる者 

（指名業者数） 

第８条 指名競争入札における指名業者数は、別表のとおりとする。ただし、発注

工事が次の各号に掲げる場合については、この限りでない。 

(1) 高度の技術を要する工事 

(2) 発注機会が極めて少ない工事 

(3) 発注金額が１億円以上である工事においては、この基準による指名が可能な

者を１０人以上指名するものとする。 

(4) 前３号のほか、工事の性質又は目的により別表に掲げる業者数を指名するこ

とが困難である工事 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１３年６月１日から施行する。 

附 則（平成１４年４月１２日告示第８９号） 

この告示は、平成１４年４月１２日から適用する。 



附 則（平成１５年４月１０日告示第１０６号） 

この告示は、平成１５年４月１０日から適用する。 

附 則（平成１７年４月６日告示第１２４号） 

この告示は、平成１７年４月６日から適用する。 

附 則（平成２１年７月２９日告示第１７５号） 

この告示は、平成２１年８月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２９日告示第６８号） 

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月１８日告示第１号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年４月１日告示第８９号） 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３１日告示第１０５号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日告示第１１１号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日告示第９４号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年２月１９日告示第２０号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第８条関係） 

区分 設計金額 業者数 

１ ２，５００万円以上 ６以上 

２ ５００万円以上２，５００万円未満 ４以上 

３ ５００万円未満 ３以上 

 


